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先
日
の
別
府
毎
日
マ
ラ
ソ
ン
大
会
で

は
、
宗
兄
弟
が
ゴ
ー
ル
寸
前
ま
で
デ
ッ

ト
ヒ
ー
ト
を
演
じ
、
マ
ラ
ソ
ン
の
か
け

ひ
き
、
兄
弟
愛
な
ど
い
ろ
ん
な
意
味
で

視
聴
者
を
魅
了
し
ま
し
た
。

こ
こ
第
一
保
育
園
で
も
、
一
月
二
十

八
日
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。
年
少
か
ら
年
長
ま
で
全
員
が
、

元
日
炭
机
ク
ラ
ブ
か
ら
～
机
～
伊
豆
神

社
～
保
育
園
の
2
彿
コ
ー
ス
を
走
り
ま

す
。途

中
、
真
赤
な
頬
を
し
て
走
る
園
児

た
ち
に
、
作
業
の
手
を
止
め
て
応
援
し

た
り
、
第
三
保
育
園
が
友
情
声
援
に
か

け
つ
け
た
り
、
写
真
を
撮
る
た
め
に
必

死
で
走
る
保
母
さ
ん
～
そ
れ
と
は
対
象

的
に
転
ん
だ
園
児
を
お
こ
す
の
に
引
返

し
て
い
く
子
、
景
色
を
な
が
め
な
が
め

走
る
子
、
手
を
ふ
っ
て
声
援
に
応
え
る

余
裕
ッ
子
な
ど
い
ろ
ん
な
ド
ラ
マ
が
く

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

保
護
者
の
万
も
、
タ
イ
ム
を
計
っ
た

り
す
る
な
か
全
員
無
事
完
走
し
ま
し

た
。み

な
せ
ん
も
、
自
分
の
健
康
増
進
の

た
め
、
十
数
分
の
時
間
を
マ
ラ
ソ
ン
で

体
力
づ
く
り
を
し
ま
も
よ
う
。
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塗
至
蔓
確
定
申
告
は
3
月
1
6
日
ま
で
≡
≡
≡
ニ

住
民
税
　
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

該
当
者
は
、
三
月
十
六
日
（
月
曜
）

の
申
告
期
限
ま
で
に
必
ず
申
告
し
て
下

さ
い
。な

お
、
く
わ
し
く
は
前
回
号
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
照
下
さ
い
。

町
で
は
、
左
記
の
日
程
で
申
告
を
納

税
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会

を
ぜ
ひ
ご
利
用
下
き
い
。

期
間
　
2
月
1
2
円
∵
－
2
7
日
（
但
し
、

土
曜
日
午
後
、
日
祭
日
は
除

く
）

時
間
　
9
時
～
1
6
時

場
所
　
役
場
東
別
館
（
グ
ラ
ン
ド
横
）

地

区

別

日

程

。
2
月
1
2
日
　
二
野
間
町
住
　
二
町
住

下
二
町
住
　
吉
田
団
地

。
2
月
1
3
日
　
富
田
イ
ワ
ゼ
町
住

垣
添
町
住
　
高
松
団
地

。
2
月
1
6
日
　
鯉
口
団
地
　
猪
熊
町
住

立
屋
敷
　
伊
左
座
　
み
ず
ほ
団

地
　
サ
ニ
ー
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

。
2
月
1
7
日
　
二
　
下
二
　
入
江
興
産

林
住
宅
　
苫
田
一
書
田
二

。
2
月
1
8
日
　
吉
田
三
′
　
緑
風
園

美
吉
野
　
松
栄
荘
　
水
巻
苑

。
2
月
1
9
日
　
頃
宋
　
机
　
古
賀

新
生
街
　
高
尾
団
地

。
2
月
2
0
日
　
こ
社
区
　
古
賀
区

梅
ノ
木
区
　
高
松
区
　
樋
口

お
か
の
台

・
2
月
2
3
日
　
梅
ノ
木
団
地
　
猪
熊

農
業
所
得
の
あ
る
方

。
2
月
2
5
日
　
立
屋
敷
　
伊
左
座

二
　
下
二

。
2
月
2
6
日
　
吉
田
一
・
二
∴
け

頃
宋
　
机

。
2
．
月
2
7
日
　
古
賀
　
樋
口
　
猪
熊

∧
Ｍ
税
務
署
相
談
∀

新
婦
∵
税
申
告

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
き

ま
し
た
。

帳
簿
の
整
理
や
決
算
は
お
済
み
で
し

ょ
う
か
。

申
告
の
こ
と
に
つ
い
て
お
分
か
り
に

な
ら
な
い
方
は
、
次
の
要
領
で
、
申
告

と
納
税
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
相
談
下
さ
い
。

。
日
時
　
3
月
4
日
、
5
日

9

時

3

0

分

～

1

6

時

。
場
所
　
水
巻
町
町
民
会
館

④
若
松
税
務
署
内
相
談

。
日
時
　
毎
日
9
時
～
1
7
時
（
但
し
土

曜
の
午
後
、
日
祭
日
除
く
）

。
場
所
　
若
松
税
務
署
（
貪
7
6
1
・

2

5

3

6

）

＝

白

山

1

の

2

譲
渡
所
得
申
告

昭
和
5
5
年
中
に
土
地
や
建
物
な
ど
を

売
ら
れ
た
人
の
た
め
に
、
次
の
と
お
り

税
金
の
計
算
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
い
で
下
さ
い

な
お
、
当
日
は
、
申
告
書
を
挺
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
次
の
書
類
等

を
持
参
し
て
下
さ
い
。

①
完
寅
契
約
書
　
⑧
測
量
費
ま
た
は
仲

介
料
な
ど
の
領
収
書
　
㊥
源
泉
徴
収
票

．
■
′

等
他
の
所
得
が
わ
か
る
書
類
　
④
筆
記

用
具
及
び
印
章

※
一
般
の
売
貴
の
は
か
、
収
用
、
交

換
な
ど
も
譲
渡
所
得
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方
は

遠
慮
な
く
相
談
下
さ
い
。

。
日
時
　
2
月
2
0
日
、
3
月
4
日

9

時

3

0

分

か

ら

。
場
所
　
水
巻
町
町
民
会
館

税

理

士

相

談

税
理
士
会
若
松
支
部
で
は
、
次
の
要

領
で
、
確
定
申
告
の
無
料
相
談
を
行
い

ま
す
の
で
、
申
告
書
や
決
算
書
の
書
き

方
が
分
か
ら
な
い
万
は
、
お
気
軽
に
ご

利
用
下
さ
い
。

▼
日
時
　
3
月
4
日
Ｔ
－
5
日

9

時

3

0

分

～

1

7

時

▼
場
所
　
水
巻
町
商
工
会
館

青
色
申
告
の
勧
め

二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
六
日
ま
で

は
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
所
得
税
の
申
告
に
「
青
色

申
告
」
と
い
う
制
度
が
あ
る
の
を
ご
存

じ
で
す
か
。
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得

ま
た
は
山
林
所
得
に
つ
い
て
、
毎
日
の

取
引
を
ｉ
Ｅ
確
に
記
録
し
、
そ
の
記
録
に

基
づ
い
て
申
告
を
す
れ
ば
、
所
得
や
税

額
の
計
算
な
ど
で
い
ろ
い
ろ
有
利
な
取

扱
い
を
受
け
る
と
い
う
の
が
育
色
申
告

の
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
に
は
四
十
二

種
類
の
特
典
が
あ
り
、
ま
た
帳
簿
を
付

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
の
合
理
化

に
も
役
立
ち
ま
す
。

こ
れ
か
ら
青
色
申
告
を
始
め
ら
れ
る

方
は
三
月
十
六
日
ま
で
に
「
音
色
脚
色

承
認
申
清
書
」
を
税
務
署
に
お
出
し
く

だ
さ
い
。

振
替
納
税
の
勧
め

所
得
税
を
納
め
る
の
に
便
利
な
方
法

と
し
て
「
振
替
納
税
」
の
制
度
が
あ
る

の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は

あ
ら
か
じ

め
税
務
署

と
金
融
機

関
に
所
定

の
手
続
き

を
し
て
お

き
ま
す
と

甘食り＝舶用細相接
を細目叫相くた．さい

銅
馳
佃

銀
行
な
ど
の
預
金
日
経
か
ら
振
替
に
よ

っ
て
納
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。
忙
し
い
と
き
な
ど
に
は
つ
い

の
期
限
を
忘
れ
が
ち
で
す
。

納
税
に
便
利
な
「
振
替
納

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
御
利
用
下
さ
い
。
詳

し
い
こ
と
は
、
金
融
機
関
、
税
務
署
ま

た
は
税
務
相
談
室
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

国
民
年
金
の
保
険
料
が

4

月

か

ら

4

5

0

0

円

に

、
現
在
、
月
額
3
7
7
0
日
の
国
民
年

金
保
険
料
が
4
月
か
ら
4
5
0
0
円
に

改
め
ら
れ
ま
す
。

す
で
に
み
な
さ
ん
も
ご
存
知
の
と
お

り
、
国
民
年
金
は
こ
れ
ま
で
に
た
び
た

び
改
善
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
充
実
し
て

き
て
お
り
ま
す
が
、
特
に
、
昭
和
4
9
年

か
ら
は
、
消
費
者
物
価
の
上
昇
に
あ
わ

せ
て
年
金

を
引
き
上

げ
る
「
物

価
ス
ラ
イ

ド
制
」
が

と
り
い
れ

ら
れ
、
年

金
観
は
そ

の
後
毎
年

引
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

「
安
い
保
険
料
で
高
い
年
金
を
」
と

い
う
の
が
理
想
で
す
が
、
保
険
料
と
国

の
負
担
金
（
2
対
1
の
割
合
）
で
ま
か

な
わ
れ
て
い
る
国
民
年
金
で
は
、
年
金

額
の
引
上
げ
と
保
険
料
の
改
定
と
を
切

り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

こ
の
4
月
か
ら
の
保
険
料
改
定
も
国

民
年
金
を
よ
り
よ
い
制
度
に
し
将
来
あ

な
た
が
年
金
を
受
け
る
と
き
に
「
頼
れ

る
国
民
年
金
」
で
あ
る
た
め
の
も
の
で

す
。な

お
、
付
加
保
険
料
は
月
額
4
0
0

円
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

タ
バ
コ
は
町
内
で

貰
い
ま
し
ょ
う

税金で　この子らに　ほほえみを　　水中3年　宮原隆
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鈍行列車でユツクリ　九州
～お年玉の有意義利用　～

ム
カ
プ
セ
ル
に
残
し
て
十
年
後
に
ま
た

開
く
と
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
昼
食
代
、
小
遣
い

鹿
児
島
で
の
宿
泊
費
な
ど
全
て
含
め
て

一
万
二
千
円
で
九
州
一
周
が
出
来
る
と

は
〝
ち
ょ
っ
と
一
杯
一
万
円
也
″
の
お

父
さ
ん
も
、
金
の
価
値
を
考
え
さ
せ
ら

れ
る
中
学
生
の
研
修
旅
行
で
し
た
。

（
参
考
）

乗
車
時
間
　
2
1
時
間
（
5
時
2
5
分
水

巻
駅
発
～
明
晩
2
1
時
2
9
分
署
〕

待
ち
時
間
　
3
時
間
5
9
分

♂
・

西
日
本
庭
球
界
の
新
女
王

～
下
二
の
渡
辺
淳
子
さ
ん
～

〝
三
千
八
百
六
十

円
で
九
州
一
周
が
で

き
ま
す
■
と
お
年
玉

で
、
冬
休
み
を
利
用

し
て
、
鈍
行
列
車
の

研
修
旅
行
を
楽
し
ん

だ
生
徒
た
ち
が
い
ま

す
。こ

れ
は
、
水
巻
中

学
校
の
運
動
部
員
の

こ
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
は
、
タ
イ
　
　
走
行
距
離
　
1
9
2
駅
　
8
5
3
触

郡
内
対
抗
駅
伝
大
会

～
大
会
新
で
水
巻
チ
ー
ム
優
勝
～

昨
年
の
テ
ニ
ス
界
で
は

関
東
、
関
西
の
ジ
ュ
ニ
ア

た
ち
が
プ
ロ
を
薔
し
め
た

と
い
う
こ
と
で
話
題
と
な

り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
は
西
日

本
正
月
別
府
テ
ニ
ス
大
会

で
、
シ
ン
グ
ル
、
ダ
ブ
ル

希
望
者
た
ち
で
、
お
年
玉
を
有
意
義
に

使
い
、
良
い
思
い
出
に
し
ま
う
と
計
画

さ
れ
た
も
の
で
す
。

部
員
た
ち
は
、
全
て
自
分
た
ち
で
す

る
を
モ
ッ
ト
ー
に
外
野
班
、
内
野
班
、

バ
ッ
テ
リ
ー
班
と
分
れ
写
真
、
記
録
、

買
物
な
ど
の
役
割
を
分
担
し
ま
す
。
百

九
十
二
の
駅
に
着
く
た
び
に
、
駅
名
を

記
録
、
写
真
に
収
め
た
り
し
ま
す
が
、

「
そ
こ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
ら
し
く
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
の
と
れ
た
行
動
で
ス
ピ
ー

デ
ィ
で
す
」
と
引
卒
し
た
コ
ー
チ
の
話
。

生
徒
た
ち
は
、
こ
の
研
修
旅
行
で

〝
人
と
の
出
会
い
″
　
〝
地
方
の
方
言
″

〝
珍
ら
し
い
桜
島
の
雪
景
色
″
　
〝
南
九

州
の
雄
大
さ
″
な
ど
を
知
り
、
改
め
て

「
自
分
の
郷
土
水
巻
を
ふ
り
か
え
り
ま

し
た
。
」
と
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。

恒
例
の
遠
賀
郡
体
育
協
会
主
催
の
第

2
9
回
郡
内
対
抗
駅
伝
大
会
が
、
一
月
二

十
八
日
、
雨
ま
じ
り
の
悪
天
候
の
な
か

で
、
遠
賀
町
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

大
会
は
、
六
名
の
選
手
が
、
島
門
～

鬼
津
～
尾
崎
～
島
門
の
一
周
、
四
・
四

監禰
督欠⑥⑤④⑧

障
元
正
雄

中
野
裕
之

佐
藤
侶
二

武
内
周
二

有
本
金
武
　
栗
田
勝
彦

武
居
一
三

ス
と
も
優
勝
を
さ
ら
っ
た
下
二
の
渡
辺

淳
子
さ
ん
（
八
幡
中
央
高
校
二
年
）
が

注
目
を
あ
つ
め
て
い
ま
す
。

渡
辺
さ
ん
は
、
中
学
二
年
で
初
め
て

ラ
ケ
ッ
ト
を
握
り
、
テ
ニ
ス
界
で
は
、

年
齢
的
に
遅
い
ス
タ
ー
ト
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
小
学
時
代
は
バ
レ
ー
ス
ポ

ー
ツ
少
年
団
で
鍛
え
、
そ
れ
を
基
礎
に

本
人
の
素
直
な
性
格
と
努
力
で
、
ド
ン

ド
ン
腕
を
上
げ
て
き
ま
し
た
。

所
属
す
る
水
巻
ク
ラ
ブ
の
苫
田
俊
郎

コ
ー
チ
も
「
一
日
、
三
千
回
の
ト
ッ
プ

ス
ピ
ン
の
素
振
り
も
こ
な
し
、
も
う
少

し
ネ
ッ
ト
プ
レ
ー
が
上
達
す
れ
ば
、
将

来
に
も
っ
と
夢
が
広
が
り
ま
す
」
と
語

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

〝
淳
子
さ
ん
＿
日
本
制
は
を
目
ざ
し

て
ガ
ン
バ
レ
〃
＝

青
少
年
非
行
防
止
に
あ
た
り
〝
私
は
こ
う
考
え
る
″

短
を
引
継
れ
る
コ
ー
ス
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

水
巻
勢
は
ス
タ
ー
ト
か
ら
、

区
間
新
と
同
タ
イ
ム
を
出
し
、

他
六
チ
ー
ム
を
ひ
き
離
し
、
優

位
に
た
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、

途
中
、
他
チ
ー
ム
の
ガ
ン
バ
リ

で
、
三
位
ま
で
に
な
り
ま
し
た

が
、
三
、
四
、
六
区
で
区
間
賞

（
新
）
を
出
す
な
ど
、
よ
く
健

闘
し
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
水
巻
勢

が
優
勝
を
果
た
し
ま
し
た
。

水
巻
の
各
選
手
（
○
は
区
間
）

①
　
宇
高
正
美

⑧
　
清
水
裕
喜

町
広
報
で
は
、
青
少
年
不
良
化
防
止

推
進
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
欄
で
、
い

ろ
ん
な
方
に
、
〝
私
は
こ
う
考
え
る
″

と
題
し
て
、
ご
意
見
を
紹
介
し
ま
す
。

昨
年
、
町
民
会
館
に
、
関
係
者
四
Ｈ

名
が
集
ま
り
、
背
少
年
非
行
防
止
推
進

町
宜
冨
大
会
が
成
功
で
き
た
と
こ
と
は

誠
に
睾
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の

運
動
に
期
待
が
も
て
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
、
青
少

年
の
非
行
問
題
は
、
決
し
て
解
決
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
人
一
人
の
保
護
者
の
方
が
、
も
っ

と
身
近
な
問
題
と
し
て
こ
の
こ
と
を
と

ら
え
、
自
分
の
子
供
だ
け
は
と
過
信
し

な
い
で
、
親
子
の
会
話
の
あ
る
家
庭
を

築
い
て
い
た
だ
き
と
思
い
ま
す
。
そ
の

第
一
歩
と
し
て
そ
れ
に
は
、
夕
食
時

は
、
で
き
る
限
り
家
族
全
員
で
夕
食
を

と
り
、
今
日
あ
っ
た
さ
さ
い
な
こ
と
で

も
話
合
う
く
せ
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い

と
考
え
ま
す
。

覚せい剤を使用すること　他人に渡すことは　もちろん所持しているだけでも　覚せい剤
取締法で厳重に処罰されます　薬物乱用事犯取締り強化月間　　2月1日～28日
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乳ガン検診

▼　▼

場日

所時

外
側

2

月

2

5

日

、

1

3

時

～

1

4

時

農
業
団
地
セ
ン
タ
ー
〔
農

協
の
横
）

▼
申
込
み
　
2
月
1
2
日
よ
り
役
場
衛
生

係
で
（
定
員
6
0
名
、
電
話

で
も
可
）

乳
ガ
ン
の
一
番
多
い
年
代
は
、
4
0
歳

か
ら
6
0
歳
代
で
す
。

乳
ガ
ン
の
検
診
は
、
専
門
医
の
触
診

を
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
内
4
～
5
％
の

人
が
、
二
次
検
診
に
ま
わ
さ
れ
、
Ⅹ
線

撮
影
、
超
音
波
検
査
、
組
織
検
査
な
ど

が
行
わ
れ
、
受
診
者
千
人
に
一
人
の
割

で
早
期
発
見
さ
れ
ま
す
。

町
建
設
工
事

指
名
願
受
付

昭
和
5
6
年
度
水
巻
町
が
発
注
す
る
建

設
工
事
、
測
量
、
管
工
事
、
地
質
調
査
業

務
等
の
入
札
、
見
積
り
に
参
加
希
望
さ

れ
る
か
た
を
次
の
要
領
で
受
付
け
ま
す

▼
受
付
期
間
　
4
月
1
日
～
1
5
日

▼
受
付
場
所
　
役
場
財
政
係
（
新
別
館
〕

建
設
業
者
カ
ー
ド
（
町
指
定
）
は
財

政
係
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

遠
賀
福
祉
事
務
所
に

家
庭
児
童
相
談
室
新
設

遠
賀
福
祉
事
務
所
（
折
尾
南
鷹
見
町

6
番
6
0
号
）
　
に
家
庭
児
童
相
談
室
が
開

設
さ
れ
ま
し
た
。

子
供
の
養
育
や
し
つ
け
な
ど
に
つ
い

て
下
記
の
よ
う
な
悩
み
や
不
安
を
お
も

ら
の
方
は
、
専
門
の
家
庭
児
童
相
談
員

が
お
母
さ
ん
方
と
一
緒
に
な
っ
て
話
し

合
い
を
し
な
が
ら
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。相

談
は
す
べ
て
無
料
で
秘
密
を
守
り

ま
す
の
で
、
ど
な
た
も
お
気
軽
に
ご
相

談
下
さ
い
。

▼
相
談
日
　
毎
週
月
曜
～
土
曜
（
但
し

土
曜
は
1
2
時
ま
で
）

▼
場
　
所
　
遠
賀
福
祉
事
務
所
（
曾
6

0
1
・
2
1
2
1
～
4
〕

▼
相
談
内
容

㊥
神
経
質
、
夜
尿
、
つ
め
か
み
な
ど
の

子
ど
も
の
性
格
、
習
慣
、
習
辞
な
ど

◎
友
達
と
遊
ば
な
い
、
乱
暴
す
る
、
お

ち
つ
き
が
な
い
な
ど
、
集
団
生
活
で

困
っ
て
い
る
こ
と

㊥
ち
え
遅
れ
、
こ
と
ば
遅
れ
や
心
身
に

障
害
に
関
す
る
こ
と

④
そ
の
他
、
地
域
環
境
や
マ
ス
コ
ミ
の

影
響
か
ら
く
る
こ
と
な
ど

戦
傷
病
者
の
乗
車
券

引
換
証
受
付

戦
傷
病
者
手
帳
を
も
っ
て
い
る
方
に

昭
和
5
6
年
度
の
乗
車
券
引
換
証
の
受
付

を
左
記
の
通
り
行
い
ま
す
。

▼
日
時
　
2
月
1
0
日
か
ら

▼
場
所
　
役
場
社
会
課
民
生
係

▼
も
っ
て
く
る
も
の
　
手
帳
・
印
鑑

犯
罪
（
通
り
魔
）
等
・

被
害
者
に
給
付
金
を
支
給

い
わ
ゆ
る
通
り
魔
犯
罪
等
の
被
害
に

ょ
っ
て
死
亡
し
た
り
、
重
度
傷
害
を
受

け
た
人
や
、
遺
族
に
国
が
給
付
金
を
支

給
す
る
法
律
が
、
こ
の
ー
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
。

給
付
の
対
象
に
な
る
犯
罪
行
為
は
、

殺
人
、
傷
害
、
放
火
な
ど
の
ほ
か
、
強

盗
致
死
傷
、
爆
発
物
使
用
な
ど
暴
力
犯

罪
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
現
行

刑
法
で
は
、
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
な
い

心
神
喪
失
者
、
1
4
歳
未
満
の
者
の
行
為

に
よ
る
被
害
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

給
付
金
は
、
遺
族
給
付
金
と
障
害
給

付
金
の
二
種
類
で
、
い
ず
れ
も
一
時
金

で
す
。
遺
族
給
付
金
は
、
被
害
者
の
収

人
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
遺
族
が
あ

る
場
合
に
は
給
付
基
礎
額
の
1
3
0
0

倍
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
1
0
0
0
倍

が
支
給
さ
れ
、
最
高
額
は
約
8
0
0
万

円
、
最
低
額
は
約
2
0
0
万
円
、

障
害
給
付
金
は
障
害
給
付
金
は
障
害

の
程
度
に
よ
り
三
つ
の
等
級
に
分
け
ら

れ
、
等
一
級
は
給
付
基
礎
額
の
1
3
4

0
倍
、
等
2
級
は
1
1
9
0
倍
、
等
3

級
は
1
0
5
0
倍
と
な
り
、
最
高
で
9

5
0
万
円
、
最
低
で
約
2
6
0
万
円
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

給
付
金
の
支
給
手
続
は
、
住
所
地
の

警
察
本
部
か
、
警
察
署
を
経
由
し
て
県

公
安
委
員
会
に
申
請
を
出
し
、
同
委
員

会
が
裁
定
を
行
い
ま
す
。

申
請
の
有
効
期
間
は
犯
罪
が
発
生
し

た
日
か
ら
七
年
以
内
か
、
犯
罪
に
よ
る

被
害
の
発
生
を
知
っ
た
日
か
ら
二
年
以

内
で
す
。

な
お
、
外
国
人
で
も
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
れ
ば
受
給
の
対
象
に
な
り
ま
す

広
域
行
政
関
連
企
業

㈲
清
光
杜
職
員
募
集

▼
職
種
　
清
掃
員
（
運
転
免
許
証
保
持

者
優
遇
）

▼
申
込
期
限
　
2
月
2
5
日
ま
で

く
わ
し
く
は
左
記
へ
問
合
せ
を

中
間
市
上
底
井
野
7
3
7
～
㈲
清
光

社

（

曾

0

9

3

・

2

5

・

1

6

1

8

）

水

巻

写

真

同
好
会
発
足

水
巻
町
に
も
先
月
か
ら
、
写
真
同
好

会
（
会
長
・
松
尾
徳
之
祐
・
2
5
人
）
が

発
足
し
ま
し
た
。

会
で
は
、
写
真
を
中
心
に
研
修
会
を

続
け
る
他
・
郷
土
の
文
化
（
記
録
）
　
の

推
進
な
ど
も
事
業
目
的
に
い
れ
、
今
後

の
活
動
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
好
会
加
入
希
望
者
は
、
事
務
局
ま

で
御
連
絡
下
さ
い
。

事

務

局

（

曾

2

0

1

・

4

3

2

1

）

古
海
・
武
尾
ま
で

お
か
の
台
県
営
住
宅
入
居
者
募
集

▼
公
募
戸
数

。
2
種
Ａ
（
6
・
0
・
Ｍ

。
2
種
Ｂ
（
6
・
0
・
川

▼
構
造
　
耐
火
構
造
5
階
建

4
・
5
Ｄ
Ｋ
〕
些
戸
　
▼
入
居
予
定
　
4
月
中
旬

6
・
Ｏ
Ｄ
Ｋ
）
4
7
戸
　
▼
家
賃
　
未
定

▼
申
込
み
用
紙
配
布

2
月
1
6
日
～
2
月
2
1
日
ま
で
役
場

住
民
係
窓
口
及
び
県
北
九
州
土
木

事
務
所
建
築
課
ま
で

く
わ
し
く
は
県
建
築
管
理
課
（
曾

0

9

2

・

7

1

3

・

7

2

7

2

）

　

へ

～　お　　礼　一

香典返しとして次のかたから社会福祉協議会にご寄贈があり

ました。ご冥福をお祈りいたします。

吉田三垣添　　故越智　きし殿　　　越智　勝良殿

吉　田　団「地　　政森山源次郎殿　　　森山モモエ殿

古賀新生街　　所よし殿から転出の際、ご寄贈がありま

した。

あ　な　たの役場です　　電話（201）4321番

□
発
行
人
　
水
巻
町
長
　
伊
　
藤
　
衛

水
巻
町
企
画
財
政
課
（
電
2
0
1
－
4
3
㌫Ｊ

ｈ

□
印
　
刷
　
冷
牟
田
印
刷
合
資
会
社


